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第５５章   計画の推進に向けて 

 

１ 計画の推進体制 
（１）庁内の連携体制の整備 
障害者施策は、保健、医療、福祉、教育、就労、生活環境など広範囲にわたっているため、

福祉課をはじめとし、幅広い分野における関係各課との連携を取りながら、総合的かつ効果

的な計画の実施を図ります。 

 

（２）国や県、近隣市町との連携 
計画の推進にあたっては、今後の制度の改正なども重要となるため、国・県からの情報を

収集しながら、制度の改正などの変化を踏まえて施策を展開します。 

また、専門的な知識を要するケース、広域的な対応が望ましいものなどについては、県、

近隣市町村との連携や情報交換を行い、適切な対応に努めます。 

 

（３）計画の市⺠への周知と、団体・関係機関等との連携 
障害の有無に関わらず、すべての市民が障害者福祉に関して理解を深め、合理的配慮を実

践していけるよう、計画書の市ウェブサイトへの公表や概要版の配布などにより、本計画を

広く市民に周知します。 

また、障害者施策の推進にあたっては、関係機関・団体などの幅広い協力を得ながら推進

していく必要があるため、一宮市障害者自立支援協議会の活動等を通じた各関係機関との連

携を強化し、地域における見守りや支援体制を確立します。 
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２ 計画の進捗管理 
計画を着実に実行していくためには、各施策・事業の実施状況について、市民視点、当事

者視点、専門的視点から毎年度定期的に点検・評価を行い、その結果を事業実施に反映させ

ていくことが大切です。 

一宮市障害者自立支援協議会を評価機関として位置づけ、当事者の視点を踏まえた計画の

進捗管理と事業の改善を行います。 

 
■計画の進捗管理体制 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■計画の進捗評価イメージ（ＰＤＣA サイクル） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼀宮市障害者⾃⽴⽀援協議会 
○本会 ○運営会議 
○専門部会 ○相談支援連絡会 

・発達支援部会 
・生活支援部会 
・就労支援部会 

○個別支援会議 

事務局 福祉課 

社会福祉協議会 

関係課 

内部評価 外部評価 

報告 

評価 

国・県・ 
近隣市町 関係機関の連携・協⼒ 障害のある人やその家族から

の課題・ニーズの吸い上げ 

 
 
施策・事業の推進方策を計
画する 

計画（計画（計画（計画（PlanPlanPlanPlan））））    

 
 
評価の内容を踏まえ、必要
に応じて計画の⾒直し等を
実施する 

改善改善改善改善（（（（ActActActAct））））    

 
 
計画の内容を踏まえ、施
策・事業を実施する 

実行実行実行実行（（（（DoDoDoDo））））    

 
 
進捗状況の内部評価、外部
評価を⾏う 

評価評価評価評価（（（（CheckCheckCheckCheck））））    




